
1

1. 「ここあの広場」利用に関して

「ここあの広場」を継続的に利用したい方は、個別にお申し出ください。
お申し出のない方は2024年度の「ここあの広場」の利用はできません。

お申し出のあった方は会員期間ご利用いただけます。
※ ただし、3月31日～4月30日は手続き期間として利用ができません。
※ 通年講座にお申込みで、年度末まで「ここあの広場」をご利用の場合には、会員期間を

過ぎたあとの利用料金（月割）を請求させていただきます。

申出方法：
menber@kokoaproject.com 宛に、メールにてお申し出ください。申込期限は4月28日までです。
メールタイトルに「ここあの広場継続希望（氏名）」とし、本文に
・「会員期間のみ」 か 「年度末まで利用希望」か を記してください。

menberですので
お間違えなく！

mailto:menber@kokoaproject.com


2. 2023年度支払済の年会費の対応について
年会費廃止に伴い、

2023年4月1日～2024年3月31日までに年会費を支払った方（会員残期間のある方）は、
以下で対応します。

※ A)に自動移行します。B) を希望する方は申請してください。

（A）会員期間を年度末（2025年3月末）まで延長する。返金はなし。

2024年度内の研修は特別料金で参加可

（B）年度末までの延長はせず、残期間の返金を希望する。

      会員期間の研修は特別料金で参加可
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2023年度年会費の扱い フローチャート

2023年度
年会費支払者

（会員残期間がある者）

（A）会員期間の年度末までの延長
返金なし

年度内特別料金

（B）会員期間の延長はしない
返金あり

① 定例型研修に参加した・する場合

会員残期間分を一部返金

会員期間は特別料金

② 定例型研修に未参加で、

今後も参加しない場合

全額返金

一般料金
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（A）に自動移行します。
（B）（C）希望の方は申請期間に申請してください。



年会費返金額の計算方法
年会費の返金額は、会員の残期間を1か月500円で計算します。なお、会員残期間が長く、期間
内に定例型研修に参加していない方・今後もしない方は、年会費の全額返金を行います。

（B）①：会員期間に定例型研修に参加したことがある方、あるいは今後参加する予定がある方

例：2023年12月20日に年会費の決済。会員期間は2024年12月19日まで。

計算上、決済日の次月1日を開始日として、1月1日～12月末日を会員期間とする。2024年3
月で年会費制度が廃止。会員残期間は、4月～12月まで9か月。

返金 500円×9か月＝4,500円

※ 会員期間は、旧メンバーとして研修を特別料金で参加できます。
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（B）②：会員期間に定例型研修に参加していない、今後も参加しない方
年会費 10,000円の全額返金

※ 研修は一般料金で参加していただきます。
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2023年11月 2023年12月 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月 2024年9月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月

（A）返金なし
年度末まで延長 定例型研修会は年度内は特別料金で参加

（B）①一部返金
会員期間のみ

利用相当額の返金（例：1か月500円×9か月＝4500円）　　定例型研修会は会員期間は特別料金で参加

（B）②全額返金　
全額返金　　　定例型研修会は一般料金で参加

定例型研修の参加あり 会員期間の延長

定例型研修の参加あり

定例型研修の参加なし 退会

返戻期間



返金申請
（B）①②を希望する方は、申請期間に下記の「年会費返金申請書」にご記
入ください。

• 返金期間にご指定の口座に返金いたします。

申請期間：3月10日（日）～4月14日（日）

返金期間：4月1日（月）～4月28日（日）

年会費返金申請書フォーム：https://forms.gle/3JSW3pY5kM7TqMJE7
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